
          障害者差別事例及び合理的配慮の好事例等の調査  

 目的 

 
障害者差別解消法が目指す共生社会実現に向け、主とし 

 

て法施行後の差別事例や合理的配慮の好事例を広く収集 

 

し、東京2020年大会に向けて迅速に効果的な普及啓発や 

 

体制整備等の取組検討を進めるための基礎資料とする。 

 

 調査事項概要 

 
①「障害を理由とする差別を受けたと思った事例」  

  
   「適切な配慮がなくて困った事例」 
 
  ②「障害のある方への配慮の良い事例」 
 
  ※ 原則、法施行後の28年度以降の事例を収集する 

１ 調査の目的・概要 

 
 対象者 
 
東京都にお住まいの方、又は東京都内に通学、通勤、通所し 
 
ている方 
 

 期間（予定） 

 
平成28年10月17日（月）から12月16日（金）まで 

 

 応募方法 

 
郵送・FAX・メール 

 

 周知方法 

 
都ホームページでの募集、当事者団体及び地域協議会委員に 

 

協力依頼、障害福祉事業者への周知 等 

 

 調査票（案） 

 
別紙のとおり 

２ 調査方法 
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          障害者差別事例及び合理的配慮の好事例等の調査  

 

 

 第1回地域協議会において調査の実施と具体的方法について協議し、28年度内の集計及び公表を目指す。 
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